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資料１資料１資料１資料１

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構中期目標（案）独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構中期目標（案）独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構中期目標（案）独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構中期目標（案）

駐留軍等労働者（独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法（平成１１年法律第２
１７号）第３条に規定する駐留軍等労働者をいう。以下同じ ）の雇入れ、提供、労務。
管理、給与及び福利厚生に関する業務は、日米安全保障条約等に基づく我が国の義務履
行に係るものである 当該業務は これまで国 防衛施設庁のことをいう 以下同じ )。 、 （ 。 。
及び関係都道府県が約５０年にわたり実施してきたものである。独立行政法人駐留軍等
労働者労務管理機構（以下「機構」という ）は、この業務の一部について、駐留軍等。
労働者の雇用主である国と密接な連携を図りながら確実に履行しなければならない。
また、機構は、独立行政法人制度の趣旨を踏まえ業務運営の効率化や業務の質の向上
に努める必要があり、本中期目標期間中の業務運営に関する目標について、次のとおり
設定する。

第１ 中期目標の期間第１ 中期目標の期間第１ 中期目標の期間第１ 中期目標の期間
機構の中期目標の期間は、平成１４年４月１日から平成１８年３月３１日までの
４年間とする。

第２ 業務運営の効率化に関する事項第２ 業務運営の効率化に関する事項第２ 業務運営の効率化に関する事項第２ 業務運営の効率化に関する事項
機構の業務運営に当たっては、以下の各事項に関し具体的措置を講ずることによ
り、効率化を図るものとする。

１ 経費の抑制１ 経費の抑制１ 経費の抑制１ 経費の抑制
業務運営の効率化による経費の抑制については、公租公課等の固定的経費を除く
一般管理費について対前年度比で１％抑制すること。

２ 業務運営体制の整備２ 業務運営体制の整備２ 業務運営体制の整備２ 業務運営体制の整備
機構の業務運営全般について点検し、見直しを行うことにより業務運営の効率化を

図ること。

３ 職員の意識の高揚３ 職員の意識の高揚３ 職員の意識の高揚３ 職員の意識の高揚
個々の業務の効率化に係る職員の意識（コスト意識等）の高揚を図るとともに、
アイデアを募集し、積極的に活用することにより事務の簡素化を図ること。

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

１ 駐留軍等労働者の募集１ 駐留軍等労働者の募集１ 駐留軍等労働者の募集１ 駐留軍等労働者の募集
駐留軍等及び諸機関（防衛庁設置法（昭和２９年法律第１６４号）第５条第２５
号に規定する駐留軍等及び諸機関をいう ）からの労務要求に迅速かつ的確に対応。
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するため、労務要求書受理後一か月以内に資格要件を満たす者を駐留軍等及び諸機
関に紹介する率を現状より向上させること。

２ 駐留軍等労働者の福利厚生施策２ 駐留軍等労働者の福利厚生施策２ 駐留軍等労働者の福利厚生施策２ 駐留軍等労働者の福利厚生施策
(1) 駐留軍等労働者の福利厚生については、駐留軍等労働者の多様化する要望に応
えられる施策を導入すること。

(2) 駐留軍等労働者の制服及び保護衣について、早期に貸与できる方法を検討し、
導入すること。

３ 駐留軍等労働者の給与その他の勤務条件等に係る調査、分析、改善案の作成３ 駐留軍等労働者の給与その他の勤務条件等に係る調査、分析、改善案の作成３ 駐留軍等労働者の給与その他の勤務条件等に係る調査、分析、改善案の作成３ 駐留軍等労働者の給与その他の勤務条件等に係る調査、分析、改善案の作成
国の行政施策の企画立案に資するため、駐留軍等労働者の給与その他の勤務条件
等に係る調査、分析、改善案の作成を行い、中期目標期間の終期までに改善案を国
に提示すること。

第４ 財務内容の改善に関する事項第４ 財務内容の改善に関する事項第４ 財務内容の改善に関する事項第４ 財務内容の改善に関する事項
運営費交付金を充当して行う事業について 「第２ 業務運営の効率化に関する、

事項」で定めた事項について配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算の範囲で業
務運営を行うこと。

５ その他業務運営に関する重要事項５ その他業務運営に関する重要事項５ その他業務運営に関する重要事項５ その他業務運営に関する重要事項第第第第

人事に関する計画人事に関する計画人事に関する計画人事に関する計画
(1) 職員の計画的な人事交流と業務処理の工夫を行うことにより、人員の適正な配
置に努めること。
(2) 実務研修を充実させ、業務能率の向上を図ること。


